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首都高速道路の塗装塗替え工事による火災事故再発防止委員会

の中間取りまとめについて（情報提供）

標記について、平成 27年 2月 16日に江戸川区西小松川町付近（高速7号小松川線高架

下）で発生した塗装塗替え工事での火災事故を受けて、首都高速道路株式会社（本社：東

京都千代田区）は、 「首都高速道路の塗装塗替え工事による火災事故再発防止委員会（委

員長；中村英夫東京都市大学名誉総長）」を設置し、再発防止策を検討してきたところで

あるが、 3月初日、同委員会にて中間報告がとりまとめられたので情報提供する。

危険物等を取り扱う場合の常時換気、可燃性ガスを検知・警報する機器の常時配備等の

再発防止策が示されているので、了知するとともに、つり足場の計画届出の処理の際の指

導の参考とされたい。
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首都高速道路の塗装塗替え工事における火災事故再発防止策について、本委員会のこれま

での審議結果を以下のとおりとりまとめる。

1 ・.対策方針

首都高速道路株式会社が火災事故の再発防止を図るためには、以下の方針に基づき対策を

講ずべきであることを確認した。

( 1）火災事故の防止策に加え、万が一想定外の事象が発生じた場合においても最悪事態

を回避できるよう対策を検討する。

( 2）危険物等を用いた作業を行う場合は、作業者等が不慣れな場合もあることを十分考

慮して安全対策を実施する。

(3）火災防止対策としては、人的な対応のみに頼ることなく、換気設備・警報装置等の

物的な安全措置を組み合わせる。

(4）万が一火災が発生したとしても、人身被害を最少化することを自的とし、延焼・火

災拡大の防止並びに脱出・避難に資する対策を実施する。

( 5）発注者、受注者及び作業者の三者が相互に怠思疎通を図ることを継続的に実施する

とともに、安全意識の徹底・共有が図られるような仕組み、ツ←fレを構築する。

2.再発防止策

対策方針に基づき、首都高速道路株式会社が実施すべき具体の再発防止策を以下のとおり

とりまとめた。なお、具体の再発防止策は、高速3号渋谷線高架下火災後に策定したものを

含めこれまで実施してきた対策を更に具体化かつ強化するものとす-5.

（り当面の再発防止策

1）火災事故の防止

〈施工計画の遵守〉

①危険物等を取り扱う場合は、火災安全対策及び詳細な作業手順を含む施主計図書

を提出させ、遵守されているかを現場で監視する。また、施工計画書に記載して

いる作業以外の作業を行う際は、あらかじめ施工計画著書を変更すあことを周知徹

底する固

く安全設備・装備の使用〉

①危険物等を取り扱う揚合は、常時換気をするとともに可燃性ガスを検知警報する

機器を常時混備するよう受注者に対目して指導を行う。

②危険物等を取り扱うl場合は、防爆性能を有する照明及び電気プラグ等、帯電防止

性能を有する防護服及びシユ｝ズカバー等の使用を義務付けるとともに、設備・

機器の点検、整備を徹底するよう受注者に対して指導を行う。

〈危険物等の管理〉

①危険物等の数量及び保管方法について関係法令を遵守するよう受注渚に対して

指導するとともに、チェyクシートによりその遵守状況を確認・担保する。また、

危険物等の保管方法及び取扱いに閲して、事前に管轄する消防署に確認を行うよ

う受注者に対して指導を行う。

②難燃又は防炎性能を有していないシートの使用を禁止するとともに、可燃物を保

管する場合は、小分け悔し、難燃シート等により養生するよう受注者に対して指



導を行う。

く安全管理体制の強化〉

①火災予防に対する知識及び技術を有する者による安全パトロール・安全大会及び

防火訓練を実施する等、火災予防に関する安全管涯を徹底するとともに受注者に

対して指導を行う。

〈適切な工程の設定〉

①安全面に配慮した作業計画に応じた適切な作業工程となるよう受注者に対して指

導するとともに、工期について必要に応じ受注者と協議を行うロ

2）最悪事態の回避

〈脱出・避難のための措置〉

①火災発生時’に脱出・避難できるよう、避難計画を作成し、火災時等に警報する機

器の記傭及び視認可能な誘導灯等を避難路に設置するよう受注者に対して指導を

行う。

〔2）継続的に取り組む事項

1 ）火災事故の防止

〈施工方法等の見置し〉

①事j離弗lを使用しない塗膜除去方法、危険物等の使用を削減することが可能な材料、

工法及び資機材について検証する。

〈安全管理E体制の強化〉

①火災予防を専門とする者を社内に阻置す石。

〈安全教育の充実少

①鋼機塗装塗替え工事における「わかりやすい火災安全対策マ＝ュアノレjを作業者

等に向け策定する。

②安全意識の徹底，共有が図られるよう鋼橋塗装塗替え工事に係る業界団体との継

続的な意見交撲の場を設ける。

2）最悪事態の回避

〈脱出・避難のための措置〉

①火災が延焼拡大した場合でも安全に脱出・避難できるような設備・対策について、

具体策を検討し採用を図る。

②消火・救助活動が速やかに行われるような設備・対策について、具体策を検討し

採用を図るロ

3.今後の対応

当面の再発防止策の実施状況を点検・評価するとともにお継続的に取り組む事項も踏まえ

て、塗装塗替え工事における火災安全対策を決定し実施する。
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